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(57)【要約】
【課題】内視鏡画像を用いて赤血球を検出し得る医療画
像処理装置、内視鏡装置、診断支援装置、及び、医療業
務支援装置を提供する。
【解決手段】医療画像処理装置１０は、被写体像を含む
医療画像であって、緑色波長帯域よりも短波長帯域の光
を照射した被写体を撮影して得る短波長医療画像６１，
６２を取得する医療画像取得部１１と、短波長医療画像
６１，６２を用いて赤血球７１を検出する赤血球検出部
４１と、を備える。短波長帯域の光は、例えば、可視域
の青色帯域または紫色帯域の光である。赤血球検出部４
１は、例えば、高周波であり、顆粒状であり、かつ、高
濃度の領域を赤血球７１として検出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を含む医療画像であって、緑色波長帯域よりも短波長帯域の光を照射した被写
体を撮影して得る短波長医療画像を取得する医療画像取得部と、
　前記短波長医療画像を用いて赤血球を検出する赤血球検出部と、
を備える医療画像処理装置。
【請求項２】
　前記赤血球検出部は、前記短波長医療画像を用いて、高周波であり、顆粒状であり、か
つ、高濃度の領域を赤血球として検出する請求項１に記載の医療画像処理装置。
【請求項３】
　前記短波長医療画像において検出した赤血球の数量を算出する赤血球数量算出部と、
　前記短波長医療画像において検出した赤血球の移動量を算出する赤血球移動量算出部と
、
　赤血球の前記数量及び前記移動量を用いて、病変の進行度を表す指標を算出する指標算
出部と、
　を備える請求項１または２に記載の医療画像処理装置。
【請求項４】
　前記赤血球移動量算出部は、前記赤血球検出部が赤血球を検出した一連の前記短波長医
療画像を用いて赤血球の移動量を算出する請求項３に記載の医療画像処理装置。
【請求項５】
　前記赤血球移動量算出部は、連続して撮影した２つの前記短波長医療画像、または、特
定の間隔をおいて撮影した２つの前記短波長医療画像を用いて赤血球の移動量を算出する
請求項４に記載の医療画像処理装置。
【請求項６】
　前記指標算出部は、炎症性腸疾患の進行度と相関がある前記指標を算出する請求項３～
５のいずれか１項に記載の医療画像処理装置。
【請求項７】
　前記指標算出部は、前記数量と前記移動量とを重み付け加算して前記指標を算出する請
求項３～６のいずれか１項に記載の医療画像処理装置。
【請求項８】
　前記短波長医療画像を表示する表示部と、
　前記表示部に表示する前記短波長医療画像の表示色を調節する表示制御部と、
を備える請求項１～７のいずれか１項に記載の医療画像処理装置。
【請求項９】
　前記表示制御部は、粘膜の色を緑色の色相にする請求項８に記載の医療画像処理装置。
【請求項１０】
　病変の進行度と、前記指標と、を対応付けて表示する表示部を備える請求項３～７のい
ずれか１項に記載の医療画像処理装置。
【請求項１１】
　前記短波長医療画像の画素の特徴量に基づいて、注目すべき領域である注目領域を検出
する注目領域検出部を備え、
　前記赤血球検出部は、前記注目領域において赤血球を検出する請求項１～１０のいずれ
か１項に記載の医療画像処理装置。
【請求項１２】
　前記短波長医療画像は、特定の波長帯域の光を照射して得た画像である請求項１～１１
のいずれか１項に記載の医療画像処理装置。
【請求項１３】
　前記特定の波長帯域は、可視域の青色帯域または紫色帯域である請求項１２に記載の医
療画像処理装置。
【請求項１４】
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　前記特定の波長帯域の光は、ピークが３９０ｎｍ以上４５０ｎｍ以下にある請求項１３
に記載の医療画像処理装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の医療画像処理装置と、
　前記短波長帯域の光を照射して画像を取得する内視鏡と、
を含む内視鏡装置。
【請求項１６】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の医療画像処理装置を含む診断支援装置。
【請求項１７】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の医療画像処理装置を含む医療業務支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療画像の解析結果を用いる医療画像処理装置、内視鏡装置、診断支援装置
、及び、医療業務支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療に係る装置（以下、医療装置という）のうち、被写体の画像（以下、医療画
像という）を取得するものは、取得した医療画像を医師に提示する。そして、医師は、医
療装置から得る医療画像を判断材料の１つとして使用し、診断等をする。当然ながら、診
断の際に医療画像を用いてする被写体の状態等の鑑別は、医師の技量及び経験等に基づく
。
【０００３】
　近年においては、画像解析技術が進歩したので、医療画像を解析することで、医療画像
から様々な客観的な情報を得ることができる。このため、医療画像の解析結果を医師等に
提示することにより、鑑別及び診断等を支援する医療装置が増えてきている。また、内視
鏡装置においては、血液の移動速度または血液の移動方向を特定し、血液の移動速度また
は血液の移動方向の分布を示すデータを出力する装置が知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１８７９２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年の医療装置においては、医療画像の解析結果を提示することが求められているが、
病変の種類または進行度等によっては、病変の有無または進行度（いわゆるステージ）に
関する解析結果を容易には得られない場合がある。具体的には、内視鏡画像を用いた診断
においては、炎症性疾患について進行度を判別し得る正確な解析結果を得ることが難しい
場合がある。
【０００６】
　ところで、血液の流れが、病変の有無または進行度等の判別に有用である場合がある。
このため、内視鏡画像において、血液、特に、血液が含む赤血球を検出することができれ
ば、炎症性疾患の進行度を従来よりも正確に判別し得る解析結果が得られる可能性がある
。
【０００７】
　特許文献１に係る発明は赤血球の移動速度または移動方向を検出するが、使用する内視
鏡画像は極めて限定的な被写体を写したものである。このため、特許文献１に係る発明が
使用する方法で、消化管等を撮影する他の内視鏡で撮影した内視鏡画像から赤血球を検出
することは困難である。
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【０００８】
　具体的には、特許文献１に係る発明が検出する赤血球は、糸球体という赤血球ほぼ１個
分の太さしかない毛細血管を流れる赤血球である。さらに、特許文献１に係る発明は、少
なくとも緑色波長帯域を含む広帯域な光を糸状体に照射し、かつ、緑色のカラーフィルタ
を介して撮影する。しかし、消化管等を撮影した内視鏡画像においては、緑色波長帯域を
含む広帯域な光を照射する場合、緑色のカラーフィルタを介して被写体を撮影しても、赤
血球を検出することは困難である。
【０００９】
　本発明は、大腸等を撮影した内視鏡画像を用いて赤血球を検出し得る医療画像処理装置
、内視鏡装置、診断支援装置、及び、医療業務支援装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の医療画像処理装置は、被写体像を含む医療画像であって、緑色波長帯域よりも
短波長帯域の光を照射した被写体を撮影して得る短波長医療画像を取得する医療画像取得
部と、短波長医療画像を用いて赤血球を検出する赤血球検出部と、を備える。
【００１１】
　赤血球検出部は、短波長医療画像を用いて、高周波であり、顆粒状であり、かつ、高濃
度の領域を赤血球として検出することが好ましい。
【００１２】
　短波長医療画像において検出した赤血球の数量を算出する赤血球数量算出部と、短波長
医療画像において検出した赤血球の移動量を算出する赤血球移動量算出部と、赤血球の数
量及び移動量を用いて、病変の進行度を表す指標を算出する指標算出部と、を備えること
が好ましい。
【００１３】
　赤血球移動量算出部は、赤血球検出部が赤血球を検出した一連の短波長医療画像を用い
て赤血球の移動量を算出することが好ましい。
【００１４】
　赤血球移動量算出部は、連続して撮影した２つの短波長医療画像、または、特定の間隔
をおいて撮影した２つの前記短波長医療画像を用いて赤血球の移動量を算出することが好
ましい。
【００１５】
　指標算出部は、炎症性腸疾患の進行度と相関がある指標を算出することが好ましい。
【００１６】
　指標算出部は、数量と移動量とを重み付け加算して指標を算出することが好ましい。
【００１７】
　短波長医療画像を表示する表示部と、表示部に表示する短波長医療画像の表示色を調節
する表示制御部と、を備えることが好ましい。
【００１８】
　表示制御部は、粘膜の色を緑色の色相にすることが好ましい。
【００１９】
　病変の進行度と、指標と、を対応付けて表示する表示部を備えることが好ましい。
【００２０】
　短波長医療画像の画素の特徴量に基づいて、注目すべき領域である注目領域を検出する
注目領域検出部を備え、赤血球検出部は、注目領域において赤血球を検出することが好ま
しい。
【００２１】
　短波長医療画像は、特定の波長帯域の光を照射して得た画像であることが好ましい。
【００２２】
　特定の波長帯域は、可視域の青色帯域または紫色帯域であることが好ましい。
【００２３】
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　特定の波長帯域の光は、ピークが３９０ｎｍ以上４５０ｎｍ以下にあることが好ましい
。
【００２４】
　本発明の内視鏡装置は、上記画像処理装置と、短波長帯域の光を照射して画像を取得す
る内視鏡と、を含む。
【００２５】
　本発明の診断支援装置は、上記画像処理装置を含む。
【００２６】
　本発明の医療業務支援装置は、上記画像処理装置を含む医療業務支援装置。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の医療画像処理装置、内視鏡装置、診断支援装置、及び、医療業務支援装置は、
大腸等を撮影した内視鏡画像を用いて赤血球を検出できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】医療画像処理装置のブロック図である。
【図２】内視鏡装置のブロック図である。
【図３】医療画像解析処理部のブロック図である。
【図４】赤血球の数量及び移動量と、潰瘍性大腸炎の進行度の関係を示す図である。
【図５】医療画像処理装置の作用を示すフローチャートである。
【図６】一連の短波長医療画像のうち最初に撮影した短波長医療画像である。
【図７】一連の短波長医療画像のうち２番目に撮影した短波長医療画像である。
【図８】表示部における表示例である。
【図９】表示部における表示例である。
【図１０】表示部における表示例である。
【図１１】表示制御部の作用を示す説明図である。
【図１２】入出力の関係を示すグラフである。
【図１３】入出力の関係を示すグラフである。
【図１４】色調調節後の内視鏡画像である。
【図１５】入出力の関係を示すグラフである。
【図１６】入出力の関係を示すグラフである。
【図１７】医療画像処理装置を含む内視鏡装置のブロック図である。
【図１８】医療画像処理装置を含む診断支援装置である。
【図１９】医療画像処理装置を含む医療業務支援装置である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１に示すように、医療画像処理装置１０は、医療画像取得部１１、医療画像解析処理
部１２、表示部１３、表示制御部１５、入力受信部１６、統括制御部１７を備える。
【００３０】
　医療画像取得部１１は、医療装置である内視鏡装置２１から直接に、または、ＰＡＣＳ
（Picture Archiving and Communication System）２２等の管理システムもしくはその他
情報システムを介して、被写体像を含む医療画像である内視鏡画像（以下、医療画像とい
う）を取得する。なお、医療画像は静止画像または動画である。医療画像が動画である場
合、医療画像の表示には、動画を構成する１つの代表フレームの静止画を表示することの
ほか、動画を１または複数回、再生することを含む。
【００３１】
　医療画像取得部１１は、複数種類の医療画像を取得し得る場合、これらの医療画像のう
ち少なくとも短波長医療画像６１，６２（図６及び図７参照）を取得する。短波長医療画
像６１，６２とは、緑色波長帯域よりも短波長帯域の光を照射した被写体を撮影して得た
医療画像である。「緑色波長帯域」とは概ね５００ｎｍ以上５７０ｎｍ以下程度の波長帯
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域をいう。また、「緑色波長帯域よりも短波長帯域」とは約５００ｎｍ未満の波長をいう
。したがって、医療画像取得部１１が取得する短波長医療画像６１，６２は、実質的に約
５００ｎｍ未満の波長帯域の成分を含む光を照明光として使用して撮影した医療画像であ
る。但し、短波長医療画像６１，６２の撮影に使用する照明光は、約５００ｎｍ未満の波
長帯域の光を使用して撮影した場合における被写体像の特徴を失わない限度において、約
５００ｎｍ未満の波長帯域の成分の他に、約５００ｎｍ以上の波長帯域の成分（緑色光）
を含むことができる。医療画像取得部１１は、例えば、ピークが３９０ｎｍ以上４５０ｎ
ｍ以下にある波長帯域がごく狭い（例えば±１０ｎｍ程度）の狭帯域な光を照明光として
使用して撮影した短波長医療画像を取得し、医療画像解析処理部１２においてはこの短波
長医療画像６１，６２を使用する。
【００３２】
　また、医療画像取得部１１は、一連の短波長医療画像６１，６２を取得する。一連の短
波長医療画像６１，６２とは、連続して撮影した２つの短波長医療画像６１，６２、また
は、特定の間隔をおいて撮影した２つの短波長医療画像６１，６２をいう。より具体的に
は、静止画である場合、一連の短波長医療画像６１，６２とは、１回の診察において同じ
被写体を順次に撮影して得た２以上の医療画像である。また、動画である場合、一連の短
波長医療画像６１，６２とは、その動画が含む２フレーム（コマ）以上の医療画像、また
は、１回の診察において同じ被写体を順次に撮影して得た複数の動画から任意に取得し得
る２フレーム以上の医療画像である。また、医療画像取得部１１は、静止画の短波長医療
画像と、動画が含む１フレーム以上の短波長医療画像と、が１回の診察において同じ被写
体を順次に撮影して得たものである場合、これらを一連の短波長医療画像として取得する
ことができる。なお、一連の短波長医療画像が含む個々の短波長医療画像同士の撮影間隔
は任意に設定または選択できる。本実施形態においては、医療画像取得部１１は、撮影の
時系列に沿って、最初に撮影した短波長医療画像６１（図６参照）と、短波長医療画像６
１よりも後に撮影した短波長医療画像６２（図７参照）と、を取得する。
【００３３】
　なお、内視鏡装置２１またはＰＡＣＳ２２等に複数の医療画像がある場合、医療画像取
得部１１は、これら複数の医療画像の全部を、または、一部（例えば短波長医療画像だけ
）を選択して取得することができる。内視鏡装置２１またはＰＡＣＳ２２等にある複数の
医療画像から、一部の医療画像を選択して取得する場合、医師等のユーザ操作にしたがっ
て手動で医療画像を選択することができる。また、医療画像取得部１１は、撮影日時、撮
影部位、または、その他の予め設定する条件（撮影に使用した照明光の種類等）にしたが
って自動的に、取得する医療画像を選択することができる。
【００３４】
　本実施形態においては、医療画像処理装置１０は、内視鏡装置２１と接続し、内視鏡装
置２１から医療画像を取得する。図２に示すように、本実施形態において医療画像処理装
置１０が接続する内視鏡装置２１は、白色の波長帯域の光もしくは特定の波長帯域の光の
少なくともいずれかを照射して被写体を撮影することにより画像を取得する内視鏡３１、
内視鏡３１を介して被写体内に照明光を照射する光源装置３２、プロセッサ装置３３、及
び、内視鏡３１を用いて撮影した内視鏡画像等を表示するモニタ３４を有する。内視鏡３
１が照明光に使用する特定の波長帯域の光は、例えば、緑色波長帯域よりも短波長帯域の
光、特に可視域の青色帯域または紫色帯域の光である。プロセッサ装置３３は、内視鏡画
像を生成する画像生成部３６を備える。医療画像処理装置１０は上記プロセッサ装置３３
と接続する。そして、医療画像取得部１１は、内視鏡装置２１の画像生成部３６から直接
に短波長医療画像６１，６２を取得する。
【００３５】
　医療画像解析処理部１２は、医療画像取得部１１が取得した短波長医療画像６１，６２
を用いて解析処理をする。具体的には、図３に示すように、医療画像解析処理部１２は、
赤血球検出部４１と、赤血球数量算出部４２と、赤血球移動量算出部４３と、指標算出部
４４と、を含む。
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【００３６】
　赤血球検出部４１は、短波長医療画像６１，６２を用いて赤血球７１（図６等参照）を
検出する。赤血球検出部４１の検出対象は、１つの赤血球７１または複数の赤血球７１が
集まった塊（集合体）である。具体的には、赤血球検出部４１は、短波長医療画像６１，
６２を用いて、高周波であり、顆粒状であり、かつ、高濃度の領域を赤血球７１（または
赤血球７１の塊である。以下、同じ。）として検出する。
【００３７】
　高周波とは、短波長医療画像６１，６２をフーリエ変換した場合に、短波長医療画像６
１，６２において被写体である粘膜７２（図６等参照）が含む血管及びピットパターン等
の構造（以下、組織等構造という）の空間周波数と比較して高い空間周波数を有すること
をいう。すなわち、赤血球検出部４１は、組織等構造よりも微細なパターンを赤血球７１
の候補にする。なお、赤血球７１のサイズはほぼ一定であるから、赤血球検出部４１は、
赤血球７１の候補とするパターンのサイズを、短波長医療画像６１，６２における被写体
の撮影倍率（拡大率）を用いて定める。
【００３８】
　顆粒状とは、パターンの形状が微小な点（小面積の面を含む）であることをいう。すな
わち、赤血球検出部４１は、血管のような線状のパターン、及び、粘膜７２の面積に比し
て比較的大きな面積を有するパターンを赤血球の候補から除く。そして、赤血球検出部４
１は、斑点のパターンを赤血球７１の候補にする。
【００３９】
　高濃度とは、短波長医療画像６１，６２において大部分を占める粘膜７２に対して区別
し得るコントラストを有することをいう。すなわち、赤血球検出部４１は、粘膜７２に対
して所定以上のコントラストを有しているパターンを赤血球７１の候補にする。このため
、赤血球検出部４１は、短波長医療画像６１，６２を反転した場合も赤血球７１を検出で
きる。
【００４０】
　より具体的には、赤血球検出部４１は、円構造を用いたボトムハットフィルタ、または
、Ｑｕｏｉｔフィルタ等を用いて、短波長医療画像６１，６２から赤血球７１を検出する
。また、赤血球は直径が７～８μｍ、厚さが２μｍ程度であり、いくつかの赤血球が集ま
っていた場合でも非常に微細であることから被写体を極めて大きく拡大し、赤血球７１を
巨視的に視認できる特殊な撮影状況である場合を除けば、医療画像（内視鏡画像）を用い
て赤血球の検出するのは難しい。また、医療画像（内視鏡画像）を用いて赤血球７１を検
出できるとしてもノイズとの区別が難しい。一方、赤血球検出部４１が短波長医療画像６
１，６２を用いてノイズと区別しつつ赤血球を検出できるのは、短波長医療画像６１，６
２が緑色波長帯域よりも短波長帯域の光を照射した被写体を撮影して得た医療画像（内視
鏡画像）であることによる。特に、本実施形態においては、緑色波長帯域よりも短波長の
光であり、かつ、波長帯域がごく狭い狭帯域な光を照射した被写体を撮影して短波長医療
画像６１，６２を得ているので、特殊な撮影状況でなくても、ある程度被写体を拡大して
撮影していれば、赤血球７１を検出できる。また、白色光等を被写体に照射し、緑色波長
帯域の光を透過するフィルタを介して撮影する場合と比較すると、特にノイズが少ない状
態で正確に赤血球７１を検出できる。
【００４１】
　赤血球数量算出部４２は、赤血球検出部４１の検出結果を用いて、短波長医療画像６１
，６２において検出した赤血球７１の数量を算出する。赤血球７１の数量とは、赤血球７
１の個数または個数に相関がある量（面積等）である。
【００４２】
　赤血球移動量算出部４３は、赤血球検出部４１が赤血球７１を検出した一連の短波長医
療画像６１，６２を用いて、短波長医療画像６１，６２において検出した赤血球７１の移
動量を算出する。赤血球７１の移動量とは、赤血球７１の移動距離、または、赤血球７１
の移動距離に相関がある量（移動距離の合計または平均等）である。本実施形態において
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は、赤血球移動量算出部４３は、医療画像取得部１１が取得した一連の短波長医療画像の
うち、少なくとも２つの短波長医療画像の差分を画素ごとに算出する。そして、赤血球移
動量算出部４３は、各画素における画素値の差分を、画像全体または画像内に定める一部
領域において合計等（平均その他統計量を算出することを含む）し、その絶対値を、赤血
球７１の移動量とする。２つの短波長医療画像が、赤血球７１の移動量を算出できる程度
に短時間のうちに順次撮影したものであれば、粘膜７２の大局的な動きは小さいので、差
分の合計等は、移動が速い赤血球７１の移動距離に相関がある。すなわち、２つの短波長
医療画像の差分の合計等は、実質的に赤血球７１の移動距離が大きいほど、値が大きくな
る。
【００４３】
　指標算出部４４は、赤血球数量算出部４２が算出した赤血球７１の数量、及び、赤血球
移動量算出部４３が算出した赤血球７１の移動量を用いて、病変の進行度を表す指標を算
出する。病変とは例えば炎症性疾患、より具体的には下部消化管において発症する潰瘍性
大腸炎またはクローン病等の炎症性腸疾患である。このため、指標算出部４４は、炎症性
腸疾患の進行度と相関がある指標を算出する。
【００４４】
　特に、本実施形態においては、指標算出部４４は、潰瘍性大腸炎の進行度を表す指標を
算出する。潰瘍性大腸炎は、内視鏡所見分類のＭａｙｏ分類が知られている。Ｍａｙｏ分
類にはＭａｙｏ０、Ｍａｙｏ１、Ｍａｙｏ２、及び、Ｍａｙｏ３の４段階のグレードがあ
る。Ｍａｙｏ０は、正常または非活動性（寛解期を含む）を表すグレードである。Ｍａｙ
ｏ１は、軽症を表すグレードであり、一般に、発赤、血管像不明瞭、または、軽度の易出
血性が認められる状態である。Ｍａｙｏ２は、中等症を表すグレードであり、一般に、顕
著な発赤、血管像の消失、易出血性、膿性分泌物の付着、粘膜粗造、糜爛、または、部分
的な潰瘍等が認められる状態である。Ｍａｙｏ３は重症（活動期）を表すグレードであり
、一般に、明らかな自然出血、浮腫、潰瘍（広範な潰瘍を含む）等が認められる状態であ
る。
【００４５】
　潰瘍性大腸炎の進行度がＭａｙｏ０程度の場合、短波長医療画像６１，６２においては
、通常、赤血球７１は血管内に密集して移動するので、赤血球検出部４１における赤血球
７１の検出からは除外される。潰瘍性大腸炎の進行度がＭａｙｏ１からＭａｙｏ２程度の
場合、粘膜７２外への出血まで至らない場合でも、粘膜７２内に赤血球７１が漏出する。
このため、短波長医療画像６１，６２においては、血管に沿わずに移動する赤血球７１を
検出することができる。潰瘍性大腸炎の進行度がＭａｙｏ３の状態は、赤血球７１の検出
等をするまでもなく、病態が明らかである。したがって、本実施形態の医療画像処理装置
１０は、Ｍａｙｏ０、Ｍａｙｏ１、及び、Ｍａｙｏ２の範囲で、各グレードを判別し、ま
たは、どのグレードに近い状態にあるかを示す指標を算出する。
【００４６】
　指標算出部４４は、病変の進行度を表す指標として、例えば、赤血球７１の数量と、赤
血球７１の移動量と、を重み付け加算した値（以下、スコアという）を算出することがで
きる。病変が潰瘍性大腸炎である場合に、赤血球７１の数量が「Ｐ１」であり、赤血球７
１の移動量が「Ｑ１」であり、赤血球７１の数量Ｐに対する重み係数を「α」とし、かつ
、赤血球７１の移動量Ｑに対する重み係数を「β」とすると、潰瘍性大腸炎の進行度と相
関があるスコアＸ１は、Ｘ１＝α×Ｐ１＋β×Ｑ１により算出する。このスコアＸ１の値
は、Ｍａｙｏ分類のグレードと相関があり（例えば値が大きくなるほどＭａｙｏ２に近く
なる）、重み係数α、βの値を調節することで、Ｍａｙｏ分類のグレードと相関をより強
くすることができる。
【００４７】
　また、指標算出部４４は、赤血球７１の数量及び赤血球７１の移動量と、病変の進行度
と、を対応付けたマップ（数値テーブル等である場合を含む）を参照し、赤血球７１の数
量及び赤血球７１の移動量から病変の進行度を求めることができる。例えば、図４に示す
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ように、赤血球７１の数量及び赤血球７１の移動量と、潰瘍性大腸炎の進行度と、を対応
付けたマップ５１を参照すれば、潰瘍性大腸炎の進行度としてＭａｙｏ分類のグレードを
求めることができる。この場合、Ｍａｙｏ分類のグレードが指標算出部４４が算出する指
標である。例えば、赤血球７１の数量が「Ｐ１」であり、赤血球７１の移動量が「Ｑ１」
である場合、指標算出部４４が算出する指標は「Ｍａｙｏ２」である。
【００４８】
　上記指標の算出態様は任意に切り替えることができる。また、スコアＸ１の算出に使用
する重み係数α及びβも任意に設定または変更できる。
【００４９】
　表示部１３は、医療画像取得部１１が取得した医療画像、及び、医療画像解析処理部１
２の解析結果を表示するディスプレイである。医療画像処理装置１０が接続するデバイス
等が含むモニタまたはディスプレイを共用し、医療画像処理装置１０の表示部１３として
使用できる。表示制御部１５は、表示部１３における医療画像及び解析結果の表示態様を
制御する。
【００５０】
　入力受信部１６は、医療画像処理装置１０に付属するマウス、キーボード、その他操作
デバイスからの入力を受け付ける。医療画像処理装置１０の各部の動作はこれらの操作デ
バイスを用いて制御することができる。
【００５１】
　統括制御部１７は、医療画像処理装置１０の各部の動作を統括的に制御する。入力受信
部１６が操作デバイスを用いた操作入力を受信した場合には、統括制御部１７は、その操
作入力にしたがって医療画像処理装置１０の各部を制御する。
【００５２】
　以下、医療画像処理装置１０の動作の流れを説明する。図５に示すように、医療画像取
得部１１は、自動的にまたは手動選択により、一連の短波長医療画像６１，６２を取得す
る（ステップＳ１０）。図６に示すように、一連の短波長医療画像６１，６２のうち、最
初に撮影した短波長医療画像６１は、粘膜７２内に漏出した赤血球７１を検出可能である
。また、図７に示すように、一連の短波長医療画像６１，６２のうち、２番目に撮影した
短波長医療画像６２は、最初の短波長医療画像６１と比較して、赤血球７１の位置が移動
している。
【００５３】
　医療画像取得部１１が一連の短波長医療画像６１，６２を取得すると、赤血球検出部４
１は、これら一連の短波長医療画像６１，６２の各々において赤血球７１を検出する（ス
テップＳ１１）。赤血球検出部４１が一連の短波長医療画像６１，６２において赤血球７
１を検出すると、赤血球数量算出部４２は赤血球７１の数量を算出し（ステップＳ１２）
、かつ、赤血球数量算出部４２は赤血球７１の移動量を算出する（ステップＳ１３）。そ
の後、指標算出部４４は、赤血球７１の数量と、赤血球７１の移動量と、を用いて、潰瘍
性大腸炎の進行度と相関があるスコアＸ１、または、Ｍａｙｏ分類のグレードを指標とし
て算出する（ステップＳ１４）。
【００５４】
　指標算出部４４がスコアまたはＭａｙｏ分類のグレードを指標として算出すると、表示
制御部１５は、一連の短波長医療画像６１，６２のうち少なくとも１つの短波長医療画像
と、指標算出部４４が算出した指標と、を表示部１３に表示する。指標算出部４４が潰瘍
性大腸炎の進行度と相関があるスコアＸ１を算出する場合、図８に示すように、表示制御
部１５は、例えば短波長医療画像６１と、スコアＸ１と、を表示部１３に表示する。また
、指標算出部４４がＭａｙｏ分類のグレードを算出する場合、図９に示すように、表示制
御部１５は、例えば短波長医療画像６１と、Ｍａｙｏ分類のグレードと、を表示部１３に
表示する。
【００５５】
　上記のように、医療画像処理装置１０は、緑色波長帯域よりも短波長帯域の光を照射し
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た被写体を撮影して得た一連の短波長医療画像６１，６２を使用することで、通常は、精
度良く検出することが困難である粘膜７２内に漏出した赤血球７１を検出することができ
る。その結果、医療画像処理装置１０は、検出した赤血球７１の数量及び移動量を用いて
、潰瘍性大腸炎の進行度等、従来においては判別の難しかった病変の進行度等に係る解析
結果を得ることができる。特に、潰瘍性大腸炎及びクローン病等の炎症性腸疾患において
は、軽症から中等症程度の正確な判別が特に困難であったが、医療画像処理装置１０は、
これらを従来よりも正確に判別し得る指標を提供できる。上記実施形態においては、医療
画像処理装置１０が算出する指標を用いれば、潰瘍性大腸炎におけるＭａｙｏ１とＭａｙ
ｏ２とを、Ｍａｙｏ０とＭａｙｏ１とを、または、どの程度各グレードに近いか（Ｍａｙ
ｏ２に近いＭａｙｏ１なのか、Ｍａｙｏ０に近いＭａｙｏ１なのか等）を、具体的かつ客
観的に判別することができる。
【００５６】
　上記実施形態においては、赤血球移動量算出部４３は、２つの短波長医療画像６１，６
２の差分の合計し、その絶対値を赤血球７１の移動量としているが、赤血球移動量算出部
４３は、上記第１実施形態とは別の方法で赤血球７１の移動量を算出することができる。
例えば、最初に撮影した短波長医療画像６１と、２番目に撮影した短波長医療画像６２と
のパターンマッチングを行い、対応する赤血球７１を検出することにより、各赤血球７１
の移動量を算出しても良い。
【００５７】
　上記実施形態においては、一連の短波長医療画像６１，６２の撮影倍率は任意であるが
、一連の短波長医療画像６１，６２は、１９インチの表示画面において被写体を６０倍以
上に拡大して撮影した短波長医療画像であることが好ましい。この場合、一連の短波長医
療画像６１，６２を用いて赤血球７１をより正確に検出することができる。なお、上記撮
影倍率は、一般的なズーム機能を有する消化管用内視鏡において１段階ズームする程度の
撮影倍率である。
【００５８】
　上記実施形態においては、表示制御部１５は、短波長医療画像６１と、スコアＸ１また
はＭａｙｏ分類のグレードと、を表示部１３に表示しているが、これらの表示態様は一例
であり、別の表示態様でこれらの情報を表示部１３に表示することができる。例えば、表
示制御部１５は、スコアＸ１、または、Ｍａｙｏ分類のグレードのどちらを指標として算
出する場合においても、図１０に示すように、例えば短波長医療画像６１と、赤血球７１
の数量及び移動量とＭａｙｏ分類のグレードを対応付けるマップ５１と、を、マップ５１
に赤血球７１の具体的な数量「Ｐ１」移動量「Ｑ１」及び該当するマップ５１中の位置（
星印）を示して表示部１３に表示することができる。少なくとも図９及び図１０に示す表
示部１３の表示形態は、病変の進行度を直接的に知得し得る表示形態であるという点にお
いて、病変の進行度と、指標と、を対応付けて表示する表示形態である。
【００５９】
　上記実施形態においては、表示制御部１５は、短波長医療画像６１はいわゆる狭帯域光
を用いて撮影した画像なのでほぼＢチャンネル（青色チャンネル）にしか情報を持たない
ため、グレースケールで表示部１３に表示するが、表示制御部１５は、短波長医療画像６
１，６２をカラーで表示部１３に表示することができる。
【００６０】
　短波長医療画像６１，６２をカラーで表示部１３に表示する場合、表示制御部１５は、
表示部１３に表示する短波長医療画像６１，６２の表示色を調節する表示色調整部として
機能する。例えば、短波長医療画像６１を表示部１３に表示する場合、図１１に示すよう
に、表示制御部１５は、表示部１３に表示する短波長医療画像６１を、表示用のＢチャン
ネル（青色チャンネル）、Ｇチャンネル（緑色チャンネル）、及び、Ｒチャンネル（赤色
チャンネル）に割り当てる。この際、表示制御部１５は、少なくとも１つの色チャンネル
について、入力元であるグレースケールの短波長医療画像６１に各色チャンネル用の補正
をしてから各色チャンネルに出力する。すなわち、表示制御部１５は、入力元の短波長医
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療画像６１から、Ｂチャンネル用補正後のＢチャンネル用画像７６と、Ｇチャンネル用補
正後のＧチャンネル用画像７７と、Ｒチャンネル用画像７８を生成し、これらを用いて表
示部１３に疑似カラー化した短波長医療画像６１を表示する。
【００６１】
　より具体的には、表示制御部１５は、例えば、Ｂチャンネル及びＲチャンネルについて
は、図１２に示すように入力画素値と出力画素値を線形に対応付ける。このため、Ｂチャ
ンネル及びＲチャンネルには実質的に補正せずに入力元の短波長医療画像６１をそのまま
出力する。そして、Ｇチャンネルについては、例えば図１３に示すように入力画素値と出
力画素値を非線形に対応付ける補正をする。これらの結果、粘膜７２の色は緑色の色相に
なる。一方、赤血球７１は短波長帯域の光を良く吸収するので、入力元であるグレースケ
ールの短波長医療画像６１においてはほぼ黒色である。このため、上記補正を経た後も、
赤血球７１の色はほぼ黒色である。その結果、図１４に示すように、粘膜７２の色を緑色
の色相にした表示用画像８１は、元の短波長医療画像６１と比較して、粘膜７２に対する
赤血球７１のコントラストが高くなり、赤血球７１を認識しやすくできる。これは、人間
の視覚のバランスを考慮したＬａｂ色空間において、表示用画像８１における粘膜７２の
緑色と赤血球７１の黒色との色差が、グレースケールの短波長医療画像６１における粘膜
７２の白色と赤血球７１の黒色との色差よりも大きいことからも明らかである。なお、医
師等は、血管等を強調した医療画像（いわゆる狭帯域観察画像等）を見慣れており、こう
した医療画像は粘膜７２の色が緑色系統の色相である場合が多い。このため、上記のよう
に、表示用画像８１において粘膜７２を緑色の色相にすることで、擬似的にカラー化しつ
つも、他の一般的な表示形態の医療画像と比較しても違和感が少ない表示にできるという
利点もある。
【００６２】
　なお、非線形に対応付ける補正は上記の例に限られるものではなく、例えば、図１５に
示すように中間濃度の信号の視認性を上げるため、Ｓ字調のカーブを用いてもよい。この
場合においても、図１６に示すように、Ｒチャンネル、Ｇチャンネル及びＢチャンネルの
各チャンネルに別々の変換テーブルを割り当ててもよい。この他、入力元であるグレース
ケールの短波長医療画像６１に各色チャンネル用の補正としてゲインをかけて調整しても
よい。この場合、Ｇチャンネルに割り当てるゲインを高くし、かつ、Ｒチャンネル及びＢ
チャンネルに割り当てるゲインを低くする。
【００６３】
　上記実施形態及び変形例においては、短波長医療画像６１または短波長医療画像６１を
擬似カラー化した表示用画像８１を表示部１３に表示しているが、表示制御部１５は、他
の医療画像を表示部１３に表示することができる。例えば、医療画像取得部１１は、一連
の短波長医療画像６１，６２の他に、表示部１３への表示に用いる医療画像を取得する。
表示部１３への表示に用いる医療画像は、例えば、被写体に白色光を照射して撮影した医
療画像であり、一連の短波長医療画像６１，６２のいずれかとほぼ同時に（粘膜７２等に
大きな変化がない程度の時間間隔で）撮影した内視鏡画像（以下、白色光画像という）で
ある。この場合、表示制御部１５は、赤血球７１の検出等に使用する一連の短波長医療画
像６１，６２の代わりに、白色光画像を表示部１３に表示することができる。また、表示
制御部１５は、赤血球検出部４１の検出結果を、白色光画像に重畳（オーバレイ）して表
示部１３に表示することで、白色光画像上において赤血球７１の位置を強調表示すること
ができる。
【００６４】
　上記実施形態においては、医療画像処理装置１０と内視鏡装置２１は別個の装置である
が、内視鏡装置２１は、医療画像処理装置１０を含むことができる。この場合、図１７に
示すように、医療画像処理装置１０を構成する各部２２０は、プロセッサ装置３３に設け
る。但し、表示部１３は、内視鏡装置２１のモニタ３４を共用することができるので、プ
ロセッサ装置３３には表示部１３以外の各部を設ければ足りる。また、上記実施形態及び
その他変形例の医療画像処理装置１０と、図２の内視鏡装置２１と、の全体で新たな内視
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鏡装置を構成することができる。
【００６５】
　内視鏡装置２１は、基本的にリアルタイムに被写体を観察する装置であるから、上記の
ように、内視鏡装置２１が医療画像処理装置１０を含む場合、赤血球７１の検出及び指標
の算出は、自動的または手動設定により、任意のタイミングで行うことができる。
【００６６】
　また、図１８に示すように、内視鏡装置２１その他モダリティと組み合わせて使用する
診断支援装置６１０は、上記実施形態及びその他変形例の医療画像処理装置１０を含むこ
とができる。また、図１９に示すように、例えば内視鏡装置２１を含む、第１検査装置６
２１、第２検査装置６２２、…、第Ｎ検査装置６２３等の各種検査装置と任意のネットワ
ーク６２６を介して接続する医療業務支援装置６３０は、上記実施形態及びその他変形例
の医療画像処理装置１０を含むことができる。
【００６７】
　この他、医療画像処理装置１０、及び、医療画像処理装置１０を含む各種装置、及び、
医療画像処理装置１０の機能を内包する各種装置またはシステムは、以下の種々の変更等
をして使用することができる。
【００６８】
　短波長医療画像６１，６２の画素の特徴量に基づいて、注目すべき領域である注目領域
を検出する注目領域検出部を備える場合、赤血球検出部４１は、注目領域において赤血球
７１を検出することができる。
【００６９】
　内視鏡装置２１については、内視鏡３１はカプセル内視鏡を使用することができる。こ
の場合、光源装置３２と、プロセッサ装置３３の一部と、はカプセル内視鏡に搭載するこ
とができる。
【００７０】
　また、指標算出部４４は、上記実施形態及び変形例において示した指標以外の指標を算
出することができる。例えば、指標算出部４４は、一連の短波長医療画像６１，６２、ま
たは医療画像取得部１１が取得する他の医療画像を用いて、血管の太さ、本数、または密
度等の血管に関する情報（以下、血管情報という）を算出することができる。このように
、指標算出部４４が、血管情報等の上記実施形態及び変形例において示した指標以外の指
標を算出する場合、表示制御部１５は上記実施形態及び変形例において示した指標以外の
指標を、上記実施形態及び変形例において示した指標とともに表示部１３に表示すること
ができる。また、上記実施形態及び変形例において示した指標以外の指標の表示または非
表示はユーザの設定または操作によって任意に切り替えることができる。
【００７１】
　医療画像処理装置１０が、医療画像解析処理部１２の解析結果（赤血球７１の位置、赤
血球７１の数量、赤血球７１の移動量、及びこれらを用いて算出した指標）を、ＰＡＣＳ
２２その他の任意のストレージに保存することができる。この場合、解析に使用した一連
の短波長医療画像６１，６２と、解析結果と、を関連付けて保存することができる。
【００７２】
　上記実施形態及び変形例において、医療画像取得部１１、医療画像解析処理部１２及び
医療画像解析処理部１２を構成する各部、表示制御部１５、入力受信部１６、統括制御部
１７、並びに、画像生成部３６といった各種の処理を実行する処理部（processing unit)
のハードウェア的な構造は、次に示すような各種のプロセッサ（processor）である。各
種のプロセッサには、ソフトウエア（プログラム）を実行して各種の処理部として機能す
る汎用的なプロセッサであるＣＰＵ（Central Processing Unit)、ＦＰＧＡ (Field Prog
rammable Gate Array)などの製造後に回路構成を変更可能なプロセッサであるプログラマ
ブルロジックデバイス（Programmable Logic Device:ＰＬＤ）、各種の処理を実行するた
めに専用に設計された回路構成を有するプロセッサである専用電気回路などが含まれる。
【００７３】
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　１つの処理部は、これら各種のプロセッサのうちの１つで構成されてもよいし、同種ま
たは異種の２つ以上のプロセッサの組み合せ（例えば、複数のＦＰＧＡや、ＣＰＵとＦＰ
ＧＡの組み合わせ）で構成されてもよい。また、複数の処理部を１つのプロセッサで構成
してもよい。複数の処理部を１つのプロセッサで構成する例としては、第１に、クライア
ントやサーバなどのコンピュータに代表されるように、１つ以上のＣＰＵとソフトウエア
の組み合わせで１つのプロセッサを構成し、このプロセッサが複数の処理部として機能す
る形態がある。第２に、システムオンチップ（System On Chip:ＳｏＣ）などに代表され
るように、複数の処理部を含むシステム全体の機能を１つのＩＣ（Integrated Circuit）
チップで実現するプロセッサを使用する形態がある。このように、各種の処理部は、ハー
ドウェア的な構造として、上記各種のプロセッサを１つ以上用いて構成される。
【００７４】
　さらに、これらの各種のプロセッサのハードウェア的な構造は、より具体的には、半導
体素子などの回路素子を組み合わせた形態の電気回路（circuitry）である。
【００７５】
　上記実施形態及び変形例の医療画像処理装置１０は、炎症性疾患の進行度を判別する目
的の他、手術後の縫合部からの出血の有無を確認する用途にも好適に使用できる。また、
医療画像処理装置１０は、下部消化管の炎症性腸疾患の他、食道等の上部消化管における
炎症性疾患の進行度等を判別する際にも好適である。
【００７６】
　上記図１１から図１４に示す医療画像の表示形態は、医療画像処理装置１０の赤血球７
１の検出機能等とは別に利用できる。上記図１１から図１４に示す医療画像の表示形態は
、グレースケールの内視鏡画像を表示部１３等に表示する際に有用である。例えば、一般
的な内視鏡装置２１において、グレースケールの内視鏡画像をモニタ３４に表示する場合
に、上記図１１から図１４に示す医療画像の表示形態で疑似カラー化して表示することが
できる。この場合、赤血球７１が写ってなくても、元のグレースケールの医療画像におい
て概ね黒色である部分の視認性を向上することができる。また、上記実施形態等において
は、入力元であるグレースケールの短波長医療画像６１を、表示部１３に表示する際に、
表示制御部１５が表示色の調節をするが、予め表示用画像８１を生成することができる。
すなわち、入力元であるグレースケールの画像を複数の色チャンネル（ＲＧＢまたはＣＭ
ＹＫ等）に割り当てる際に、各色チャンネルに対応する補正をする補正部と、補正後の画
像を用いて、元のグレースケールの画像を疑似カラー化した新たな画像を生成する疑似カ
ラー画像生成部と、を設ける。そして、疑似カラー画像生成部が生成した疑似カラー画像
（表示用画像８１）を表示制御部１５が表示部１３に表示しても良い。当然ながら、医療
画像処理装置１０においても、上記補正部及び疑似カラー画像生成部を設けることができ
る。
【符号の説明】
【００７７】
　１０　医療画像処理装置
　１１　医療画像取得部
　１２　医療画像解析処理部
　１３　表示部
　１５　表示制御部
　１６　入力受信部
　１７　統括制御部
　２１　内視鏡装置
　２２　ＰＡＣＳ
　３１　内視鏡
　３２　光源装置
　３３　プロセッサ装置
　３４　モニタ
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　３６　画像生成部
　４１　赤血球検出部
　４２　赤血球数量算出部
　４３　赤血球移動量算出部
　４４　指標算出部
　５１　マップ
　６１，６２　短波長医療画像
　７１　赤血球
　７２　粘膜
　７６　Ｂチャンネル用画像
　７７　Ｇチャンネル用画像
　７８　Ｒチャンネル用画像
　８１　表示用画像
　２２０　医療画像処理装置を構成する各部
　６１０　診断支援装置
　６２１　第１検査装置
　６２２　第２検査装置
　６２３　第Ｎ検査装置
　６２６　ネットワーク
　６３０　医療業務支援装置
　Ｐ１　赤血球の数量
　Ｑ１　赤血球の移動量
　Ｘ１　スコア
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